
奈
良
県
が
ん
対
策
推
進
協
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
二
十
三
号

奈
良
県
が
ん
対
策
推
進
協
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
が
ん
対
策
推
進
協
議
会
規
則
（
平
成
二
十
四
年
十
二
月
奈
良
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
七
条
を
第
八
条
と
す
る
。

第
六
条
中
「
会
長
」
の
下
に
「
又
は
部
会
長
」
を
加
え
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
部
会
）

第
六
条

協
議
会
は
、
必
要
に
応
じ
て
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
は
、
委
員
の
う
ち
か
ら
会
長
が
指
名
す
る
。

３

部
会
に
部
会
長
を
置
き
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
の
互
選
に
よ
り
選
任
す
る
。

４

部
会
長
は
、
部
会
の
事
務
を
掌
理
し
、
部
会
の
審
議
の
経
過
及
び
結
果
を
協
議
会
に
報
告
す
る
。

５

部
会
長
に
事
故
あ
る
と
き
又
は
部
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委
員
の
う
ち
か

ら
部
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

６

前
条
の
規
定
は
、
部
会
の
会
議
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

７

協
議
会
は
、
が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
一
号
。
以
下
「

法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
第
二
項
、
第
十
九
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
第
十
項
並
び
に
第
二
十
二

条
第
二
項
本
文
及
び
第
四
項
並
び
に
が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年

政
令
第
三
百
二
十
三
号
）
第
六
条
第
三
項
（
同
令
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
を
専
門
に
審
議
す
る
部

会
の
決
議
を
も
っ
て
協
議
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

前
項
の
部
会
の
委
員
に
は
、
法
第
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
者
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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